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条 例 案 等 の 概 要   

（令和８年６月定例市議会） 

条 例 名 要     旨 

１． 

【議案第３０号】 

 行田市税条例の一部を改正す

る条例 

 

  所管部署 総務部 

       税務課 

 

【令和８年３月３１日専決処分】 

１ 趣 旨 

  地方税法等の一部を改正する法律による改正に伴い、所要の整備を行

うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、所要の整備を行うもの（第１１

条の３、第１２条、第６９条、第６９条の２、第６９条の４、第６９条

の５、第６９条の６、第６９条の７、第６９条の８、第６９条の９、第

７０条、第７１条、第７２条、第７２条の２、第７４条、第７５条、第

７６条、第７７条、第７８条、附則第１３条の３、附則第１３条の４、

附則第１３条の５、附則第１３条の６、附則第１３条の７、附則第１４

条、附則第１４条の２、附則第４条の規定による改正） 

 ⑵ 特定配当等の適用の見直しに伴い、規定を整備するもの（第２６条） 

 ⑶ 住宅借入金等特別税額控除の適用の見直しに伴い、規定を整備する

もの（附則第３条の３、附則第３条の３の２、附則第３条の５、附則第

３条の８、附則第１４条の３、附則第１４条の４、附則第１５条、附則

第１６条、附則第１７条、附則第１８条、附則第１８条の２、附則第１

８条の３） 

 ⑷ 肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例について、

適用期限を延長するもの（附則第４条） 

 ⑸ 改修特別特定建築物に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割

合を定める規定の整備を行うとともに引用する法律の条項を改めるも

の（附則第６条の２） 

 ⑹ バリアフリー改修が行われた劇場、音楽堂等に係る特例措置を拡充

する法改正に伴い、所要の整備を行うもの（附則第６条の３） 

 ⑺ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る市民税の課税の特例について、適用期限の延長を行うもの（附則

第１５条の２） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

２． 

【議案第３１号】 

 行田市都市計画税条例の一部

を改正する条例 

 

  所管部署 総務部 

       税務課 

 

【令和８年３月３１日専決処分】 

１ 趣 旨 

  地方税法等の一部を改正する法律による改正に伴い、所要の整備を行

うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 引用する法律の条項を改めるもの（附則第２項から第６項、附則第９

項から第２０項） 

 ⑵ バリアフリー改修が行われた劇場、音楽堂等に係る特例措置を拡充

する法改正に伴い、所要の整備を行うもの（附則第７項、附則第８項） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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３． 

【議案第３２号】 

 行田市国民健康保険税条例等

の一部を改正する条例 

 

  所管部署 健康福祉部 

       健康課 

 

【令和８年３月３１日専決処分】 

１ 趣 旨 

  地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正す

る政令及び地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等

の省令の一部を改正する省令による改正に伴い、所要の整備を行うため、

条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 税額軽減措置における対象世帯の軽減判定所得の算定において、５

割軽減及び２割軽減の場合の被保険者数及び特定同一世帯所属者数に

乗ずる金額を改めるとともに、引用する省令の条項を改めるもの（第２

０条） 

 ⑵ 子ども・子育て支援納付金制度に係る規定の追加に伴い、所要の整備

を行うもの（附則第３項、附則第４項、附則第６項から第１３項） 

 ⑶ 子ども・子育て支援納付金課税額の上限を３万円とする規定を追加

するもの（第２条、第２０条） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４． 

【議案第４８号】 

 行田市長等の損害賠償責任の

一部免責に関する条例の一部を

改正する条例 

 

  所管部署 総務部 

       人事課 

 

 

１ 趣 旨 

  地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法施行令等の一部を改

正する政令による改正に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正

しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 引用する法律の条項を改めるもの（第１条） 

 ⑵ 引用する政令の条項を改めるもの（第２条） 

 

３ 施行期日 

  令和８年９月２４日 

 

５． 

【議案第４９号】 

 行田市税条例の一部を改正す

る条例 

 

  所管部署 総務部 

       税務課 

 

 

１ 趣 旨 

  地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴い、所要の

整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 寄附金税額控除に係る法律の改正に伴い、引用する条項を改めるも

の（第２７条の６） 

 ⑵ 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲を見直す改

正に伴い、所要の整備を行うもの（第２９条の２、第２９条の３の２、

第２９条の３の３） 

 ⑶ 固定資産税の免税点の引き上げを行うもの（第４７条） 

 ⑷ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例につ

いて、適用期限の延長を行うもの（附則第２条） 

 ⑸ 個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限の延

長を行うもの（附則第３条の３） 

 ⑹ 復興特別所得税の課税期間の延長及び防衛特別所得税の創設に伴う

改正に伴い、所要の整備を行うもの（附則第３条の４、附則第５条の２） 

 ⑺ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る課税の特例の見直しに伴い、所要の整備を行うもの（附則第１５
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条の２） 

 

３ 施行期日 

  令和９年１月１日、第４７条の改正規定及び附則第３条の規定 令和

９年４月１日、第２７条の６第２項の改正規定並びに附則第３条の４の

改正規定、附則第５条の２の改正規定及び附則第１５条の２の改正規定

並びに次条第３項の規定 令和１０年１月１日 

 

６. 

【議案第５０号】 

 行田市印鑑条例の一部を改正

する条例 

 

  所管部署 市民生活部 

       市民課 

１ 趣 旨 

  個人番号カードと一体化した在留カード又は特別永住者証明書が導入

され、多機能端末機による印鑑登録証明書の交付が可能となることから、

所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内容 

 ⑴ 多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請に特定在留カード又

は特定特別永住者証明書の規定を追加するもの（第１４条の２） 

  

３ 施行期日 

  令和８年６月１４日 

 

７. 

【議案第５１号】 

 行田市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の利用者負

担に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

  所管部署 健康福祉部 

       子ども未来課 

１ 趣 旨 

  地方税法等の一部を改正する法律による改正に伴い、所要の整備を行

うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内容 

 ⑴ 引用する法令の条項を改めるもの（別表第１） 

  

３ 施行期日 

  公布の日 

 

８. 

【議案第５２号】 

 行田市学童保育室保育料に関

する条例の一部を改正する条例 

 

  所管部署 健康福祉部 

       子ども未来課 

１ 趣 旨 

  地方税法等の一部を改正する法律による改正に伴い、所要の整備を行

うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内容 

 ⑴ 引用する法令の条項を改めるもの（別表） 

  

３ 施行期日 

  公布の日 

 

９. 

【議案第５３号】 

 行田市手数料条例の一部を改

正する条例 

 

 

  所管部署 都市整備部 

       建築開発課 

１ 趣 旨 

  建築基準法施行令の一部を改正する政令による改正に伴い、所要の整

備を行うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内容 

 ⑴ 引用する法令の条項を改めるもの（別表第１） 

  

３ 施行期日 

  公布の日 
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１０. 

【議案第５４号】 

 行田市公共下水道事業の設置

等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

  所管部署 都市整備部 

       上下水道経営課 

１ 趣 旨 

  地方自治法の一部を改正する法律による改正に伴い、所要の整備を行

うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 引用する法律の条項を改めるもの（第５条） 

 

３ 施行期日 

  令和８年９月２４日 

 

１１. 

【議案第５５号】 

 行田市水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例 

 

  所管部署 都市整備部 

       上下水道経営課 

１ 趣 旨 

  地方自治法の一部を改正する法律による改正に伴い、所要の整備を行

うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 引用する法律の条項を改めるもの（第５条） 

 

３ 施行期日 

  令和８年９月２４日 

 

１２. 

【議案第５６号】 

 行田市監査委員条例の一部を

改正する条例 

 

  所管部署 監査委員事務局 

 

１ 趣 旨 

  地方自治法の一部を改正する法律による改正に伴い、所要の整備を行

うため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 引用する法律の条項を改めるもの（第５条） 

 

３ 施行期日 

  令和８年９月２４日 

 

１３. 

【議案第５７号】 

 字の区域変更について 

 

  所管部署 環境経済部 

       農政課 

 

１ 趣 旨 

  鴻巣行田土地改良区による土地改良事業の施行により、道路、水路が完

備されたことに伴い、従前の字界では、行政遂行上及び土地の維持管理上

支障があるので、換地処分後の整備された道路界、水路界をもって、字の

区域を新たに画するものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 大字埼玉字杉原通及び大字野字中島にそれぞれ編入するもの 

 

１４. 

【議案第５８号】 

 災害対応特殊救急自動車の取

得について 

 

  所管部署 消防本部 

       消防総務課 

 

１ 趣 旨 

  災害対応特殊救急自動車を取得しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 品名 

  災害対応特殊救急自動車 

 ⑵ 数量 

  １台 

 ⑶ 取得方法 

  一般競争入札 

 ⑷ 取得金額 
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  金３２，１９７，０００円 

  (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金２，９２７，０００円) 

 ⑸ 契約の相手方 

  埼玉県鴻巣市新宿２丁目１７６番地２ 

  埼玉トヨタ自動車株式会社 熊谷南店 店長 越智 将嗣 

 

１５. 

【議案第５９号】 

 高度救命処置用資機材の取得

について 

 

  所管部署 消防本部 

       消防総務課 

 

１ 趣 旨 

  高度救命処置用資機材を取得しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 品名 

  高度救命処置用資機材 

 ⑵ 数量 

  １式 

 ⑶ 取得方法 

  一般競争入札 

 ⑷ 取得金額 

  金２２，６１６，０００円 

  (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金２，０５６，０００円) 

 ⑸ 契約の相手方 

  東京都豊島区駒込一丁目１４番９号 

  エイバン商事株式会社 代表取締役 武内 淳一 

 

１６. 

【議案第６０号】 

 行田市立小中学校学習者用及

び教職員等用タブレット端末一

式の取得について 

 

  所管部署 学校教育部 

       教育総務課 

 

１ 趣 旨 

  行田市立小中学校学習者用及び教職員等用タブレット端末一式を取得

しようとするものです。 

 

２ 内 容 

 ⑴ 品名 

  行田市立小中学校学習者用及び教職員等用タブレット端末一式 

 ⑵ 数量 

  ５,７６０台 

 ⑶ 取得方法 

  随意契約 

 ⑷ 取得金額 

  金２７４，０３２，０００円 

  (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金２４，９１２，０００円)  

 ⑸ 契約の相手方 

  埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目４５番地１ 

  リコージャパン株式会社デジタルサービス営業本部 

  埼玉支社公共文教営業部 部長 細沼 克弘 

 

 


